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保存期間が満了したときの措置（移管または廃棄）

1

公文書の管理

①実施機関は，保存期間が満了した公文書ファイル等について，市長に移管するかまたは廃棄するのかを決定。
②実施機関は，市長に移管する公文書ファイル等に利用制限を行うことが適切である場合は，その旨意見を付す。

◆保存期間が満了した公文書ファイル等の移管または廃棄，廃棄に関する市長への協議等および公文書管理
委員会の意見聴取等についての規定

①市長は，保存期間が満了した公文書ファイル等(※)について，特定歴史公文書として引き続き保存するのか廃棄
するのかを決定。

(※)公文書ファイルおよび単独で管理している公文書を公文書ファイル等とする。
②市長以外の実施機関は，保存期間が満了した公文書ファイル等について，市長に移管するか廃棄するのかを決定。
③市長以外の実施機関は，公文書ファイル等を廃棄しようとするときは，あらかじめ市長に協議が必要。
なお，歴史公文書に該当すると認める場合は，廃棄の措置をとらないよう求める。

④市長に移管する公文書ファイル等に利用制限を行うことが適切である場合は，その旨意見を付す。
⑤公文書ファイル等を廃棄しようとするときには，公文書管理委員会の意見を聴かなければならない。

◆保存期間が満了した公文書ファイル等の市長への移管または廃棄に関する規定



公文書等のライフサイクル 公文書の管理

作成・取得

(法第4条)

• 作成義務→経緯を含めた意思決定に
至る過程，事務および事業の実績を
合理的に跡付け，または検証ができる
ように作成

整理

(法第5条)

•文書毎，ファイル毎に分類し，名称を
つけ保存期間を設定

•保存期間は延長可

•満了時の措置決定

保存

(法第6条)

• 適切な場所・記録媒体で識別を容易
にできるように保存

• 文書ファイルの集中管理

延 長
保存期間
満了

歴史公文書
に該当しない

歴史公文書
に該当しない

歴史公文書
に該当

歴史公文書
に該当

移 管

文書法制課によるとりまとめ
(現行は廃棄文書リストを博物館へ提供し選別を依頼している)

【永久保存】
特定歴史公文書

公文書 情報公開条例に基づく開示請求

（翌年度） (法第7条)

公文書ファイル管理簿を公表

2

一次選別

二
次
選
別

条例に基づく
利用請求

廃 棄

歴史公文書等に該当するか
（別に定める基準表に基づき判断)

該当する 移 管
実施機関による
「意見を付して」

一次選別

二次選別



管理状況の報告等について 公文書の管理

実施機関

3

市長

管理状況を毎年度報告

◆実施機関は，公文書の管理状況について，毎年度，市長に報告しなければならない。
市長はその概要を毎年度，公表しなければならない。

公文書の管理状況の報告 法第９条

報
告
事
項

①公文書ファイル等の作成等の状況
②公文書ファイル等の移管・廃棄の状況
③研修の実施状況
④点検等の実施状況
⑤公文書ファイル等の被災・紛失等の状況

・レコードスケジュールの付与についての指導
・管理状況の取りまとめと公表
・文書管理に関する点検 ・職員研修の実施
・公文書管理委員会の開催 ・文書管理システムの管理
・文書管理に関する規則改正

公
文
書
の
管
理

市長

必要があると認めるとき
公文書の管理について助言

管理状況を毎年度報告

①公文書ファイル等の作成等の状況
②公文書ファイル等の移管・廃棄の状況
③研修の実施状況
④点検等の実施状況
⑤公文書ファイル等の被災・紛失等の状況

報
告
事
項

市長以外の実施機関

公
文
書
の
管
理

・レコードスケジュールの付与についての指導
・文書管理に関する点検
・職員研修の実施
・文書管理に関する規程の改正

・管理状況の取りまとめと公表
・公文書管理委員会の開催
・文書管理システムの管理
・文書管理に関する条例改正


